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令和７年第４回足寄町議会定例会議事録（第３号） 

令和７年１２月１６日（火曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 早瀬川   恵 君  ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君  ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君  ６番 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君  ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君 １０番 進 藤 晴 子 君 

  １１番 多治見 亮 一 君 １２番 二 川   靖 君 

  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員   川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長   佐々木 康 仁 君 

ま ち づ く り 推 進 課 長   赤 間 恵 一 君 

こ ど も ・ 健 康 課 長   石 川 建 祐 君 

高 齢 者 支 援 課 長   林   俊 英 君 

住 民 ・ 出 納 課 長   金 澤 眞 澄 君 

農 林 課 長   加 藤 勝 廣 君 

建 設 課 長   森 岡 彰 寿 君 

国民健康保険病院事務長   原 田 慎 一 君 

消 防 課 長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長   (加 藤 勝 廣) 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長   角 野 慎 一 君 

事  務  局  次  長   飯 野 真 有 君 

総 務 担 当 主 査   遠 藤 浩 一 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  請 願 第 ３ 号 食料・農業・農村政策確立に関する予算の拡充等を求め 

る請願書＜Ｐ４＞ 

 日程第 ２  行政報告（町長）＜Ｐ４～Ｐ６＞ 

 日程第 ３  議案第１２３号 令和７年度足寄町一般会計補正予算（第８号）＜Ｐ６～ 

Ｐ１７＞ 

 日程第 ４  議案第１２４号 令和７年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第２号）＜Ｐ６～Ｐ１７＞ 

 日程第 ５  議案第１２５号 令和７年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

＜Ｐ６～Ｐ１７＞ 

 日程第 ６  議案第１２６号 令和７年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算 

（第３号）＜Ｐ６～Ｐ１７＞ 

 日程第 ７  議案第１２７号 令和７年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

２号）＜Ｐ６～Ｐ１７＞ 

 日程第 ８  議案第１２８号 令和７年度足寄町上水道事業会計補正予算（第３号） 

＜Ｐ６～Ｐ１７＞ 

 日程第 ９  議案第１２９号 令和７年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算 

（第４号）＜Ｐ６～Ｐ１７＞ 

 追加日程第 １  報告第２２号 専決処分の報告について（車両事故に対する損害賠償の 

額を定めることについて）＜Ｐ１８～Ｐ１９＞ 

 追加日程第 ２  議案第１３０号 足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関 

する条例の一部を改正する条例＜Ｐ１９～Ｐ２０＞ 

 追加日程第 ３  議案第１３１号 足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

＜Ｐ２０～Ｐ２２＞ 

 追加日程第 ４  議案第１３２号 令和７年度足寄町一般会計補正予算（第９号）＜Ｐ２２ 

～Ｐ２６＞ 

 追加日程第 ５  議案第１３３号 令和７年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第４号） 

＜Ｐ２２～Ｐ２６＞ 

 追加日程第 ６  議案第１３４号 令和７年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算 

（第４号）＜Ｐ２２～Ｐ２６＞ 

 追加日程第 ７  議案第１３５号 令和７年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算 

（第４号）＜Ｐ２２～Ｐ２６＞ 

 追加日程第 ８  議案第１３６号 令和７年度足寄町上水道事業会計補正予算（第２号） 

＜Ｐ２２～Ｐ２６＞ 

 追加日程第 ９  議案第１３７号 令和７年度足寄町下水道事業会計補正予算（第３号） 

＜Ｐ２２～Ｐ２６＞ 

 追加日程第１０  議案第１３８号 令和７年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算 

（第５号）＜Ｐ２２～Ｐ２６＞ 

 追加日程第１１  意見書案第８号 食料・農業・農村政策確立に関する予算の拡充等を求め 

る意見書＜Ｐ２６＞ 

 追加日程第１２  所管事務調査期限の延期について（総務産業常任委員会・文教厚生常任委 

員会）＜Ｐ２６～Ｐ２７＞ 
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 追加日程第１３  閉会中継続調査申出書（総務産業常任委員会・広報広聴常任委員会・議会 

運営委員会）＜Ｐ２７＞ 
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午前１０時００分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） おはようございま

す。 

全員の出席であります。 

 昨日は、大雪のため、自然休会という形

で議会を休会させていただきました。 

災害もしくはやむを得ない事由が生じた

場合に、自然休会という形でやらせていた

だいております。今回、足寄町の議会とし

ては、多分初めてだったのかもしれません

けれども、町民の皆様、そして議会、そし

てまた執行者側の皆さんも昨日の雪で大変

だったと思いますので、突然の中止という

形にはなりましたけれども、皆様の御協力

を得たいと思っております。 

そしてまた、自然休会が今後ないことを

御祈念したいと思っております。 

それでは、これから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

先ほど開催されました、第４回定例会に伴

う議会運営委員会の協議の結果を報告いた

します。 

 本日は、最初に１２月２日の本会議にお

いて、総務産業常任委員会へ付託いたしま

した請願第３号について、審査報告を受

け、審議いたします。 

次に、町長からの行政報告を受けます。 

次に、議案第１２３号から議案第１２９

号までの令和７年度補正予算の提案説明を

受けた後、即決で審議いたします。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 請願第３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 請願第

３号食料・農業・農村政策確立に関する予

算の拡充等を求める請願書の件を議題とし

ます。 

 本件における総務産業常任委員会委員長

の報告は、別紙配付のとおりです。 

 本件における委員長の報告は、採択で

す。 

 これで委員長の報告を終わります。 

 これから、請願第３号食料・農業・農村

政策確立に関する予算の拡充等を求める請

願書の件を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は、採択で

す。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、請願第３号食料・農業・農

村政策確立に関する予算の拡充等を求める

請願書の件は、委員長の報告のとおり採択

することに決定いたしました。 

 

◎ 行政報告 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第２ 行政報

告を行います。 

町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをい

ただきましたので、追加の行政報告を申し

上げます。 

足寄町第６次総合計画令和６年度事業実

績、足寄町第７次総合計画令和７年度事業

実績見込み及び令和８年度から１０年度ま

での３か年の実施計画について、御報告い

たします。 

総合計画は、平成２３年の地方自治法改
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正により市町村の策定義務はなくなりまし

たが、本町のまちづくりを進めていく上

で、指針となる中長期的な計画が必要であ

るとの認識の下、第６次総合計画及び第７

次総合計画を策定するとともに、これらに

基づいて、毎年度実施計画の見直しを行

い、各種事業を推進しております。 

令和６年度の事業実績は、資料１のとお

りで、主な事業としては、橋梁長寿命化修

繕事業として、橋梁の長寿命化を図るた

め、修繕計画に基づく調査設計や修繕工事

を実施したほか、特別養護老人ホーム新築

事業として、老朽化した特別養護老人ホー

ムの新築移転に向けた建築・外構工事、物

価高騰対応農業継続支援事業として、国か

らの地方創生臨時交付金を活用した原油や

資材価格高騰の影響を受けている町内農業

者の事業継続支援を行いました。 

実績見込みに対する実績の割合は、総事

業費で９７.７０％となっており、減少した

主な要因としては、昨今の農業情勢から畜

産振興資金の貸付実績が想定を下回ったこ

とや、町有林整備事業において、除間伐事

業の実施面積が計画を下回ったこと等によ

るものです。 

次に、令和７年度の事業実績見込みは、

資料２のとおりで、主な事業としては、特

別養護老人ホーム新築事業として、令和６

年度に引き続き建築・外構工事を行ったほ

か、あしょろ物価高騰応援クーポン発行支

援事業として、地方創生臨時交付金を活用

し、物価高騰の影響が特に懸念される高齢

者や子育て世帯に対するクーポン券の配

付、または電子通貨「足ペイ」の発行によ

る生活支援を行っています。 

また、公の施設整備事業では、（仮称）

旭町コミュニティセンターの新築工事を

行っております。 

令和７年度の総事業費の見込みは４８億

４,４５５万円で、計画に対する割合が９

１.８７％となっており、計画を下回った主

な要因としては、他事業との調整等によ

り、校舎等施設整備事業や公の施設増・改

修事業を令和８年度以降に繰り下げたこと

によるものです。 

 最後に、令和８年度から１０年度までの

３か年の実施計画は、１１月２７日開催の

足寄町総合開発審議会に諮問し、資料３の

とおり答申をいただきました。 

実施計画の概要を申し上げますと、３年

間の総事業費は１１０億２,５１６万円で、

国庫支出金が１８億６,１１８万円、道支出

金が４億５,０８６万１,０００円、地方債

が２６億４,５５０万円、その他財源が１７

億５,１５３万７,０００円、一般財源が４

３億１,６０８万２,０００円の財源内訳と

なっております。 

３年間の主な事業は、資料４、令和８～

１０年度事業実施計画、主な事業一覧を御

覧ください。 

２ページ下から２行目、下水終末処理場

長寿命化事業では、平成１２年１０月の供

用開始以降２５年が経過した足寄下水終末

処理場について、ストックマネジメント計

画に基づく詳細設計、改築事業を実施した

いと考えております。 

５ページ、国民健康保険病院修繕事業で

は、エレベーター２基の部品供給終了によ

り故障が発生した場合、業務に多大な支障

が生じることから、交換工事を令和９年か

ら１０年度の２か年で実施したいと考えて

おります。 

６ページ下から２行目と３行目、西足寄

地区配水管改修工事、中足寄地区配水管改

修工事では、東芽登、柏倉、中足寄地区に

おいて、道営事業の対象外となる営農用水

道の各戸給水のための配水管路整備工事を

実施したいと考えております。 

８ページ下から３行目、学校施設空調設

備整備事業では、近年の温暖化の影響で体

育館を使用できず、カリキュラムの変更や

運動系部活動の休止など、教育活動に影響

が生じていることから、新たに創設された

国の空調設備整備臨時特例交付金を活用
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し、足寄小学校及び足寄中学校の体育館に

空調設備を整備したいと考えております。 

国、地方ともに厳しい財政状況が続く

中、社会の変化に適応した施策が求められ

ており、また、エネルギー価格や物価の高

騰対策も必要なことから、今後の財政的な

見通しを立てることが非常に困難な情勢に

あります。地方交付税の減少などによって

は、今回の実施計画の内容を修正する必要

が生じる可能性もありますが、引き続き、

行財政運営の簡素効率化と情報収集に努

め、国や北海道からの補助金、有利な地方

債を活用し、状況を的確に見極めた上で、

総合計画計上事業の執行を進めてまいりま

すので、御理解を賜りますようお願いを申

し上げ、行政報告とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君） これで、行政報告

を終わります。 

 

◎ 議案第１２３号から議案第１２９号まで 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第３ 議案第

１２３号令和７年度足寄町一般会計補正予

算（第８号）から日程第９ 議案第１２９

号令和７年度足寄町国民健康保険病院事業

会計補正予算（第４号）までの７件を一括

議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第１２３号令和７年度足寄

町一般会計補正予算（第８号）から議案第

１２９号令和７年度足寄町国民健康保険病

院事業会計補正予算（第４号）まで、一括

提案理由を御説明申し上げます。 

補正予算書１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第１２３号令和７年度足寄町一般会

計補正予算（第８号）について御説明申し

上げます。 

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１,６５４万３,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１４

億１,１０２万８,０００円とするものでご

ざいます。 

 歳出の主なものから御説明申し上げま

す。 

１１ページをお願いいたします。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、第１

４目企画振興費、第２４節積立金におきま

して、ふるさと足寄応援基金積立金といた

しまして８０３万円を計上いたしました。 

１３ページをお願いいたします。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費、第１

目社会福祉総務費、第１９節扶助費におき

まして、冬の生活支援対策費といたしまし

て６００万円を計上いたしました。 

第２項老人福祉費、第４目介護サービス

事業助成費、第２７節繰出金におきまし

て、介護サービス事業特別会計繰出金とい

たしまして５,１８４万５,０００円を計上

いたしました。 

 １５ページをお願いいたします。 

 第４款衛生費、第１項保健衛生費、第３

目患者輸送車管理費、第１７節備品購入費

におきまして、患者輸送車購入費といたし

まして１,０５４万５,０００円を減額いた

しました。 

 １６ページをお願いいたします。 

 第４項病院費、第１目病院費、第１８節

負担金、補助及び交付金におきまして、不

採算地区病院運営経費負担金といたしまし

て６,７００万円を計上いたしました。 

 １７ページをお願いいたします。 

 第６款農林水産業費、第１項農業費、第

１０目多面的機能発揮促進事業費、第１８

節負担金、補助及び交付金におきまして、

中山間地域等直接支払交付金といたしまし

て５１３万７,０００円を減額いたしまし

た。 

 第２項林業費、第４目水源林造林事業

費、第１１節役務費におきまして、手数料

といたしまして１,６１１万２,０００円を

減額いたしました。 
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 １８ページをお願いいたします。 

 第１５節原材料費におきまして、補修用

資材費といたしまして１,３０６万８,００

０円を計上いたしました。 

 １９ページをお願いいたします。 

 第８款土木費、第１項土木管理費、第２

目地籍調査費、第１２節委託料におきまし

て、地籍測量業務といたしまして１,４９０

万円を減額いたしました。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 第２項道路橋梁費、第４目道路新設改良

費、第１４節工事請負費におきまして、道

路ストック修繕工事といたしまして５,６９

９万１,０００円を減額いたしました。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 第１０款教育費、第１項教育総務費、第

２目事務局費、第１８節負担金、補助及び

交付金におきまして、足寄高校生海外研修

派遣事業実行委員会補助金につきまして２,

０８４万２,０００円を減額いたしました。 

第４目スクールバス管理費、第１７節備

品購入費におきまして、スクールバス購入

費につきまして１,０６６万９,０００円を

減額いたしました。 

 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なも

のについて申し上げます。 

 ６ページへお戻りください。 

第１５款国庫支出金、第２項国庫補助

金、第５目土木費国庫補助金、第１節道路

橋梁費国庫補助金におきまして、社会資本

整備総合交付金（道路新設）につきまして

３,４２７万８,０００円を減額いたしまし

た。 

７ページをお願いいたします。 

 第１６款道支出金、第２項道補助金、第

６目土木費道補助金、第１節土木管理費道

補助金におきまして、地籍調査事業道補助

金につきまして１,４０２万２,０００円を

減額いたしました。 

 ８ページをお願いいたします。 

 第１８款寄附金、第１目総務寄附金にお

きまして、ふるさと納税寄附金といたしま

して１,５００万円を計上いたしました。 

 第１９款繰入金、第２項基金繰入金、第

１目基金繰入金におきまして、財政調整の

ため財政調整基金繰入金といたしまして５,

５１３万６,０００円を計上いたしました。 

９ページをお願いいたします。 

 第２１款諸収入、第３項貸付金元利収

入、第２目畜産振興資金貸付金元金収入に

おきまして１,１８６万２,０００円を計上

いたしました。 

 第２２款町債、第１項町債、第２目辺地

対策事業債におきまして、道路ストック修

繕事業債につきまして２,２７０万円を減額

いたしました。 

第３目過疎対策事業債におきまして、へ

き地患者輸送車整備事業債８２０万円の減

額など、合わせて１,８６０万円を減額いた

しました。 

 これで、歳入を終わります。 

３ページへお戻りください。 

 第２表、繰越明許費１件、第３表、債務

負担行為補正、追加２件、第４表、地方債

補正、変更２件をお願いいたしました。 

 以上で、令和７年度足寄町一般会計補正

予算（第８号）についての説明を終わりま

す。 

 次に、特別会計について御説明申し上げ

ます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 議案第１２４号令和７年度足寄町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１２万９,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ８億２,８６３万

１,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので、説明は

省略させていただきます。 

 次に、３０ページをお願いいたします。 

 議案第１２５号令和７年度足寄町介護保

険特別会計補正予算（第３号）について、
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御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２４８万３,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１０億６２７

万２,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので、説明は

省略させていただきます。 

 次に、３４ページをお願いいたします。 

 議案第１２６号令和７年度足寄町介護

サービス事業特別会計補正予算（第３号）

について、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ８４３万３,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億４,３

２９万５,０００円とするものでございま

す。 

 歳出の主なものから御説明いたします。 

３８ページをお願いいたします。 

第２款介護サービス事業費、第１項特別

養護老人ホーム運営費、第１目特別養護老

人ホーム運営費、第１０節需用費におきま

して、賄材料費を９９６万２,０００円減額

いたしました。 

以上で歳出を終わり、歳入の主なものに

ついて申し上げます。 

３７ページへお戻りください。 

第１款サービス事業収入、第１項介護

サービス給付費収入、第１目施設介護サー

ビス給付費収入におきまして５,７３８万

８,０００円を減額いたしました。 

第２項介護サービス利用者負担金収入、

第１目施設介護サービス利用者負担金収入

におきまして８３５万２,０００円を減額い

たしました。 

第２款道支出金、第１項道補助金、第１

目介護サービス事業費道補助金におきまし

て、介護ロボット導入支援事業費道補助金

といたしまして９９８万円計上いたしまし

た。 

第４款繰入金、第１項他会計繰入金、第

１目一般会計繰入金におきまして５,１８４

万５,０００円を計上いたしました。 

次に、３９ページをお願いいたします。 

 議案第１２７号令和７年度足寄町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて、御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２４３万２,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５,７８

９万２,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので、説明は

省略させていただきます。 

 次に、企業会計について御説明申し上げ

ます。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 議案第１２８号令和７年度足寄町上水道

事業会計補正予算（第３号）について、御

説明申し上げます。 

資本的支出の予定額に６９４万１,０００

円を追加し、資本的支出の予定額を１億１

３６万１,０００円とするものです。 

資本的支出の予定額の補正に伴い、予算

第４条本文括弧書中、資本的支出に対して

不足する額を「４,４９７万７,０００円」

に、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額を「４５２万２,０００円」に、

当年度分損益勘定留保資金を「３,９４３万

８,０００円及び建設改良積立金１０１万

７,０００円」に、それぞれ改めるものでご

ざいます。 

４６ページをお願いいたします。 

 支出といたしまして、第１款資本的支

出、第１項建設改良費、第１目配水設備工

事費、委託料におきまして、上水道配水管

等調査設計業務といたしまして６９４万１,

０００円を計上いたしました。 

 次に、４７ページをお願いいたします。 

 議案第１２９号令和７年度足寄町国民健

康保険病院事業会計補正予算（第４号）に

ついて、御説明申し上げます。 

 収益的収入及び支出の予定額に収入支出

それぞれ１０万６,０００円を増額し、収益
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的収入及び支出の予定額を収入支出それぞ

れ１３億３,０９０万１,０００円とするも

のです。 

 ４９ページをお願いいたします。 

収入について御説明申し上げます。 

第１款病院事業収益、第１項医業収益、

第１目入院収益におきまして、一般入院収

益を３,６００万５,０００円減額し、第２

目外来収益におきましても、一般外来収益

を３,０９４万１,０００円減額いたしまし

た。 

第２項医業外収益、第２目負担金交付

金、他会計負担金におきまして、不採算地

区病院運営経費に対する一般会計負担金と

いたしまして６,７００万円を計上いたしま

した。 

 以上で、議案第１２３号令和７年度足寄

町一般会計補正予算（第８号）から、議案

第１２９号令和７年度足寄町国民健康保険

病院事業会計補正予算（第４号）までの提

案理由の説明とさせていただきますので、

御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、議案第１２３号令和７年度足

寄町一般会計補正予算（第８号）の件の質

疑を行います。 

 １０ページをお開きください。 

歳出から始めます。 

款で進めます。 

 １０ページから１２ページ、第２款総務

費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １３ページから１

４ページ、第３款民生費、質疑はございま

せんか。 

 ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） 予算説明資料の

５０ページにあるのですけれども、冬の生

活支援対策事業について、冬の生活支援対

策費として、ここに高齢者世帯、世帯全員

が６５歳以上の世帯というふうにうたって

いるわけですけれども、これはちょっとい

かがなものかなと。だって、下のところで

世帯年収が一人暮らし１００万円以下、２

人暮らし１４０万円、１人増えるごとに４

０万円を加えるというふうに上限が、上限

というか下限というか、低所得者みたいな

収入が決められているわけですから、高齢

者だけの世帯というふうに限るのはいかが

なものか。町内に３軒ぐらいだけれども、

高齢の親の面倒を見るために仕事をしない

でうちで見ている人がいる。その人たちは

親の年金で暮らしていることになって、と

ても生活が結構大変なところがある。だか

ら、高齢者だけの世帯でなくて、高齢者の

面倒を見るために足寄に戻ってきている子

供たちもいる。その子供たちは定職に就こ

うと思っても就くことができない、親の面

倒を見なければいけないから。親も体がだ

んだん悪くなってきているし、認知症にも

かかっているし、目が離せない。そういう

家庭のことを考えたら、高齢者だけの世

帯、こういうふうに区切るのはいかがなも

のか。世帯主が高齢者という形だけでいい

のではないか。これについて検討していた

だきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 石川こども・健康

課長、答弁。 

○こども・健康課長（石川建祐君） 冬の

生活支援対策事業、いわゆる福祉灯油事業

とも呼ばれているものですけれども、過

去、平成２０年度ぐらいから実施しまし

て、ここ数年では、令和３年度ぐらいから

灯油の価格が上がっているときに、この事

業を行っております。この間ずっと、この

対象者の基準というのは変わらなくて、高

齢者、障害者、ひとり親などということで

やっております。今の現状のみ、お話をさ

せていただきます。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 
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○４番（矢野利惠子君）  長い間これを

やっていたということで、今回はこれで

しょうがないかもしれないけれども、今後

において、親の面倒を見るために足寄に

戻ってきている、その子供たちのことも考

えた政策を今後検討していっていただきた

い、これが希望です。 

○議長（髙橋秀樹君）  丸山副町長、答

弁。 

○副町長（丸山晃徳君） 今、こども・健

康課長からもお話がありましたとおり、今

の制度はほぼ道内各市町村とも高齢者等、

あと障害者等という仕組みでやっていまし

て、それで、矢野議員が言われるような観

点からというよりも、主に高齢者の灯油、

燃料費が高騰した部分に限った支援という

形になっています。今、矢野議員が言われ

た広く生活支援をするという部分でいいま

すと、こういうスポット的な支援という話

ではないというふうに理解しますし、町で

どこまで対応できるかというところもあり

ますので、矢野議員の言われることは理解

しますが、町としてどこまでできるかとい

うところはなかなか難しいところで、これ

から参考にはさせていただきますけれど

も、具体的にどうできるかというところ

は、なかなか今の段階でお答えできるもの

ではないと思っています。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ますか。 

 ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） 商品券で冬の生活

支援対策と、主に燃料に充てられるような

気もするのですけれども、商品券というこ

とですから、燃料だけでなくてほかのこと

に使っても構わないと理解してよろしいで

すか。 

○議長（髙橋秀樹君）  こども・健康課

長、答弁。 

○こども・健康課長（石川建祐君） 川上

議員おっしゃるとおり、クーポン券は商工

会の商品券ですので、灯油以外にも使用で

きます。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １５ページから１

６ページ、第４款衛生費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君）  同じく１６ペー

ジ、第５款労働費、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １６ページから１

８ページ、第６款農林水産業費、質疑はご

ざいませんか。 

 ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） １８ページの林業

費です。第２項の林業費の原材料費、１５

節の１,３００万円の補修用資材費とあるの

ですけれども、これはどんな中身なので

しょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 農林課長、答弁。 

○農林課長（加藤勝廣君） こちらの原材

料費なのですけれども、その下に水源林造

林の事業費でマイナス１,６００万円ほどあ

ると思うのですが、こちら、水源林造林と

いうことで森林整備機構から委託を受け

て、森林整備機構と契約している部分で、

例えば町有林で水源林を整備する部分とい

うのは、そこからお金が全額来るのです

が、例えば何区かいっぱいあるのですけれ

ども、そこの区を幾らでやってくださいよ

ということで契約しています。それが年に

何か所もあるのですけれども、町としては

その金額を受けて、入札などで実施しま

す。入札で実施するのですけれども、その

部分の入札で減額になった部分というの

が、例えばそれは町に頂けるお金なので、

その部分を振り替えて原材料費で、次の年

に林道とかを整備する砂利を買うというこ



 ― 11 ― 

とにしてございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） なるほど。水源林

を何か所かやると。だけれども、歳入では

水源林のあれが減ったから、それを差額と

いうか、それを町で支出したということで

受け止めてよろしいですか。 

なるほど。秋の大雨でどこか傷んだとこ

ろの補修用資材かなと思って見ていたもの

ですから。分かりました。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １８ページから１

９ページ、第７款商工費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １９ページから２

１ページ、第８款土木費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２１ページから２

２ページ、第９款消防費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２２ページから２

５ページ、第１０款教育費、質疑はござい

ませんか。 

 １０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） ２２ページの教

育費で足寄高校のカナダに行った事業費の

ことだと思うのですけれども、マイナスに

なっております。これはかなりの金額なの

ですけれども、この内訳といいますか、ど

うしてこれだけマイナスになったのか教え

てください。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

足寄高校生の海外研修、カナダ研修の関

係に関する費用でございますが、年々高騰

している状況の中で、私どもとしても何と

か安く抑えるような努力をしてまいりまし

た。その中で、航空機代につきましては、

ＬＣＣを活用するだとか、あと早割りです

ね、なるべく早期に申し込んで割引の適用

を受けるといったようなことで、減額する

ことができたということでございます。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 航空費の費用が

かなり減額できたということですね。これ

は１人当たり何万円ぐらいになるのでしょ

うか。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） 航空機の予算

につきましては、資料を見る時間をいただ

きたいと思うのですが、それ以外の１人当

たりの旅費につきましてお答えしますと、

当初予算が１人当たり約６５万円を見込ん

でおりました。今回は１人当たり３７万９,

８００円まで減額することができたという

ことで、その分の減額ということでござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） かなりの御苦労

だったと思います。すごい減額ですよね。

もし今手元にあれば、１人当たりの金額の

ここ数年の推移ですね、もし分かれば教え

てください。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

申し訳ございません。この間の推移につ

きましての資料につきましては本日お持ち

しておりませんが、当初始まった頃、人数

によって総費用額については変動があった

と思うのですが、今回１０回目の派遣にな
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りましたが、始まった頃については２,００

０万円程度前後の金額で実施できたのでは

ないかというふうに記憶しております。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 後ほどで結構で

すので、１人当たりどのくらいの金額で推

移しているのかを教えてください。ありが

とうございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君）  同じく２５ペー

ジ、第１２款公債費、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳出総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ６ページにお戻り

ください。 

 歳入に入ります。 

 ６ページから９ページ、歳入一括で行い

ます。 

 質疑はございませんか。 

 ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） ８ページのふるさ

と納税寄附金１,５００万円ですけれども、

このふるさと納税はどういった性質なの

か、例えば一般的な返礼品を伴うものなの

か、あるいは企業版のふるさと納税なの

か、お聞かせください。 

○議長（髙橋秀樹君） 赤間まちづくり推

進課長、答弁。 

○まちづくり推進課長（赤間恵一君） お

答えします。 

今、御質問のあった予算につきまして

は、通常の一般的なふるさと納税の増額補

正となります。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君）  議長、すみませ

ん、質問ではないですけれども、それはう

れしいですね。恐らく担当の方もかなり頑

張ってくれているのだと思いますので、よ

かったなということで。一般ですね。 

特にもしどの品目的に伸びているかとい

うのが分かれば、それもお聞かせいただき

たいです。 

○議長（髙橋秀樹君） まちづくり推進課

長、答弁。 

○まちづくり推進課長（赤間恵一君） お

答えします。 

 １,５００万円を増額補正させていただい

たのですが、まだ現時点で、今年度につき

ましては、９月に制度改正があって、一度

ピークがありまして、また２回目のピーク

が１２月ということで、これからまたピー

クを迎える形になると思います。 

現時点で、この額までは達していないの

ですけれども、同じように制度改正があっ

た２年前、令和５年度と比較すると、やや

今のところ５割増しぐらいで寄附が受けら

れておりますので、目標金額を増額補正さ

せていただきました。でなければ、歳入と

歳出がリンクするものですから、３月まで

に歳出予算が足りなくなる可能性がありま

すので、目標金額を増額させていただいた

ということで、御理解いただければなと思

います。 

増えている状況につきましては、今年度

からふるさと納税の中間事業者というか、

町が行っている業務の支援をしていただい

ている業者の変更をいたしまして、寄附設

定額を見直したりですとか、サイトで検索

したときに出る順位をなるべく上位になる

ように工夫をしていただいたりですとか、

画像をより見栄えのあるものに変更してい

ただいたことで、全般的に寄附の獲得が伸

びている状況ですとか、新たな返礼品の追

加ですとか、そういったところでトータル

的に寄附額を獲得できているかなと考えて

おります。 
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以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳入総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ３ページにお戻り

ください。 

 第２表、繰越明許費１件、質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第３表、債務負担

行為補正、追加２件、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第４表、地方債補

正、変更２件、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１２３号令和７年度足

寄町一般会計補正予算（第８号）の件を採

決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１２３号令和７年度

足寄町一般会計補正予算（第８号）の件

は、原案のとおり可決されました。 

 ２６ページをお開きください。 

これから、議案第１２４号令和７年度足

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）の件の質疑を行います。 

 ２９ページ、歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１２４号令和７年度足

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１２４号令和７年度

足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ３０ページをお開きください。 

これから、議案第１２５号令和７年度足

寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）

の件の質疑を行います。 

 ３３ページ、歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１２５号令和７年度足

寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）

の件の採決を行います。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１２５号令和７年度

足寄町介護保険特別会計補正予算（第３

号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 ３４ページをお開きください。 

これから、議案第１２６号令和７年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第３号）の件の質疑を行います。 

 ３７ページから３８ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はございませんか。 

 ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君） ３７ページの道補

助金で介護ロボット導入支援事業費道補助

金９９８万円となっております。 

それで、聞きたいのは、介護ロボットは

どんなものをどのくらい導入するか、以前

に説明があったかどうか分かりませんが、

確認も込めて、今の段階で分かれば、それ

をお聞きします。どんなロボットを入れる

のかということです。 

○議長（髙橋秀樹君）  林高齢者支援課

長、答弁。 

○高齢者支援課長（林 俊英君） 川上議

員の御質問ですが、介護ロボット導入支援

事業補助金、道の補助金を使いまして、今

年度、特別養護老人ホームに介護ロボット

機器を入れるのですけれども、主な内容と

しましては、まず眠りＳＣＡＮという機器

がございまして、これは特養のベッドのと

ころにセンサーみたいなものをつけて、そ

れが反応することによって、介護されてい

るお部屋に行かなくても、その入所者が起

きているのか、あるいは寝ているのかと

か、そういうような状況が分かる、そう

いったセンサーの機器でございます。そち

らを導入します。 

あと、介護ベッドについても、昨年度も

介護ロボット事業補助金で買っているので

すけれども、今年度も追加で購入をしてい

るところでございます。 

あと、介護システムのほうも今年新たに

導入して、今まで例えば介護記録とかを手

書きで入力をしていたのですが、そちらを

自動入力されるようなシステムというもの

を入れることにしていまして、そうなる

と、わざわざ職員の者が介護の記録をパソ

コンに入れなくても、自動的に、例えば状

況なり、あるいは血圧とか、そういった記

録とかもできるという、そういったものを

入れるということになっておりまして、そ

のようなものを入れるということでござい

ます。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ８番細川 勉君。 

○８番（細川 勉君） 今の川上議員の質

問で、台数があったと思うので、お願いし

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） 高齢者支援課長、

答弁。 

○高齢者支援課長（林 俊英君） 台数の

御質問についてです。 

介護ベッドにつきましては１１台導入す

るということになっております。あと見守

りシステム、眠りＳＣＡＮにつきましては

５５台の導入と考えております。 

あと、自動入力の介護システムを導入す

るのが、ワイズマンというシステムを考え

ているのですけれど、そちらは一式という

ことでございます。 

以上でございます。 
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○議長（髙橋秀樹君） ８番細川 勉君。 

○８番（細川 勉君） ありがとうござい

ます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） すみません、も

う一つだけ。 

 眠りＳＣＡＮのところですけれども、寝

ているか、寝ていないかが分かるだけです

か。それは、変な話、呼吸しているとか、

していないとか、そういうことでしょう

か。 

○議長（髙橋秀樹君） 高齢者支援課長、

答弁。 

○高齢者支援課長（林 俊英君） 寝てい

るか、寝ていないか、起床しているかどう

かというのも分かりますし、あと、基礎的

な血圧とか、そういったバイタルというの

ですか、そういったものも分かるように

なっております。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 ということは、今まで起きたかどうかは

分かりませんけれども、今回大部屋がほと

んどなくなって、個室が中心になったとき

に、見回りに行って、きちんと顔を見て、

胸の状態を見て、呼吸しているか、してい

ないか、生きているか、生きていないかと

いうことですね、それを確認しなくても、

朝行ってみたら、申し訳ない、冷たくなっ

ていたとか、そういうことが防げるという

ふうに捉えてよろしいですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 高齢者支援課長、

答弁。 

○高齢者支援課長（林 俊英君） 今、進

藤議員がおっしゃったとおり、以前は見守

りというか、見回りという形で各お部屋に

見にいかないとその方の状況が分からない

ということもありましたが、今度は介護の

部屋の中で、パソコンのモニターで全ての

部屋の状況が見えますので、そこで何か異

常が出れば駆けつけられるということでご

ざいますので、そういったことが防げると

いう機能でございます。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 大変画期的だと

思いますし、もしそれがスムーズに使いこ

なせていけるのであれば、これは介護施設

だけではなくて、意識のある人にモニター

をつけるとそれなりにストレスがかかりま

すので、病院などでも使えるのではないか

なと考えております。 

 ありがとうございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） 関連質問をさせて

いただきます。 

 文教で視察しましたときに、眠りＳＣＡ

Ｎを使っている織田病院というところを視

察いたしました。そのとき、この眠りＳＣ

ＡＮのお支払いはもう発生しているのです

かと聞きましたら、まだお試ししていると

ころですので、まだ支払いは確定していま

せんというお話でした。 

足寄町は眠りＳＣＡＮをそのまま買って

しまうのか、やはりお試し期間を含めて購

入するのかお伺いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 高齢者支援課長、

答弁。 

○高齢者支援課長（林 俊英君） 当町の

特別養護老人ホームにつきましては、今

回、道の介護ロボット導入支援補助金を活

用して購入したいと考えておりますので、

お試しではなくて購入ということとなりま

す。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

９番川上修一君。 

○９番（川上修一君）  介護記録システ

ム、名前を片仮名で言っていましたが、そ

れはインカムみたいなものか、どんな機械
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なのですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 高齢者支援課長、

答弁。 

○高齢者支援課長（林 俊英君） 今、手

元に細かい資料は持ってきてはいないので

すけれども、インカムをつけてタブレット

といいますか、そういったもので個別に入

力できるというふうに聞いております。 

○議長（髙橋秀樹君） ９番川上修一君。 

○９番（川上修一君）  インカムだった

ら、私もいいと思います。それこそ、榊原

議員もおっしゃったけれども、私も文教で

見せていただいて、介護記録を書くだけで

なくて、職員間同士の連絡にもインカムは

使えると、非常に介護士の負担とか連携が

うまくいくので、そういう機械ならいいと

思います。 

質問ではなくてごめんなさい。以上で

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

１０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） ３８ページの介

護サービス事業費の中の需用費、賄材料費

の減額ということで出ているのですが、賄

いというと、私の中で考えると、そこに働

いていらっしゃる方に賄いとして出すとい

う感覚があるのですけれども、これはどう

いうことでしょう。 

○議長（髙橋秀樹君） 高齢者支援課長、

答弁。 

○高齢者支援課長（林 俊英君） この賄

材料費といいますのは、職員の食費という

わけではなくて、入所されている方のお食

事の食材費ということとなっております。

こちらが、今回、当初の予定よりも今入所

されている入所者が少ないという状況も

あって、今回の補正で減額させていただい

たというものでございます。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

納得しました。 

ただ、賄い費と言うのですね。分かりま

した。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１２６号令和７年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第３号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１２６号令和７年度

足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第３号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ３９ページをお開きください。 

これから、議案第１２７号令和７年度足

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）の件の質疑を行います。 

 ４２ページから４３ページ、歳入歳出一

括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ
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ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１２７号令和７年度足

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１２７号令和７年度

足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ４４ページをお開きください。 

これから、議案第１２８号令和７年度足

寄町上水道事業会計補正予算（第３号）の

件の質疑を行います。 

 ４６ページ、資本的支出、質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１２８号令和７年度足

寄町上水道事業会計補正予算（第３号）の

件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１２８号令和７年度

足寄町上水道事業会計補正予算（第３号）

の件は、原案のとおり可決されました。 

 ４７ページをお開きください。 

 これから、議案第１２９号令和７年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第４号）の件の質疑を行います。 

 ４９ページ、収益的収入及び支出一括で

行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１２９号令和７年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第４号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１２９号令和７年度

足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第４号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ここで休憩いたします。２５分まで休憩

といたします。 

午前１１時０８分 休憩 

午前１１時２５分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議
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を再開いたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

ただいま開催されました、議会運営委員会

の協議の結果を報告いたします。 

 これより、本日の議事日程に追加し、報

告第２２号の報告を受けます。 

次に、議案第１３０号から議案第１３８

号までの提案説明を受けた後、即決で審議

いたします。 

 次に、意見書案第８号について、即決で

審議いたします。 

次に、総務産業常任委員会、文教厚生常

任委員会からの所管事務調査期限の延期に

ついて、総務産業常任委員会、広報広聴常

任委員会、議会運営委員会からの閉会中継

続調査申出書について審議いたします。 

 以上で、本定例会における議案等の審議

は本日をもって全て終了する予定でありま

す。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、委員長

の報告を終わります。 

 お諮りします。 

 足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、報告等を別紙追加議事日程のとおり日

程に追加し、審議することにしたいと思い

ます。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、追加議事日程のとおり日程

に追加し、審議することに決定いたしまし

た。 

 

◎ 報告第２２号 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第１ 報

告第２２号専決処分の報告について（車両

事故に対する損害賠償の額を定めることに

ついて）の件を議題とします。 

 本件について、報告を求めます。 

 建設課長 森岡彰寿君。 

○建設課長（森岡彰寿君） 追加議案書２

ページをお願いいたします。 

ただいま議題となりました、報告第２２

号専決処分の報告について、御説明申し上

げます。 

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、下記のとおり、足寄町北２条４丁目４

９番地における車両事故に対する損害賠償

の額を定めることについて、令和７年１１

月２８日付けで専決処分いたしましたの

で、同条第２項の規定により、これを御報

告するものでございます。 

１、損害賠償の総額は、１万５,６１４円

でございます。 

２、事故の発生の場所、日時等につきま

しては、２ページ右側の示談書に記載のと

おりでございます。 

また、示談の成立に伴いまして、今後、

双方とも異議申立てをしないことを誓約し

ております。 

次に、３ページを御覧ください。 

事故の概要につきましては、令和７年９

月２４日午前１１時ごろ、建設課車両室に

勤務する会計年度任用職員運転の給食運搬

車が、へき地保育所へ給食を届けるため、

子どもセンターに給食を取りに、道道植坂

足寄停車場線を北へ走行していたところ、

足寄町北２条４丁目４９番地先の丁字路付

近において、相手車両が町道から交差点に

進入し、給食運搬車の左側面に衝突したも

のでございます。 

なお、この事故で双方の運転手にけがは

ありませんでした。 

事故の原因につきましては、相手車両が

安全確認を十分に行わず、優先道路に進入

してきたためでございます。 
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過失割合につきましては、相手方の過失

が９０％、足寄町の過失が１０％でござい

ます。 

３ページ右側に事故発生現場の状況図を

添付しておりますので、御参照をお願いい

たします。 

今後につきましては、このような事故が

起きないよう、車両運転時には細心の注意

を払い、交通規則の遵守と安全運転に努め

てまいりますので、御理解を賜りますよう

お願い申し上げ、御報告といたします。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、報告を

終わります。 

 

◎ 議案第１３０号 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第２ 議

案第１３０号足寄町特別職の職員の給与並

びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の件を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 総務課長 佐々木康仁君。 

○総務課長（佐々木康仁君） ただいま議

題となりました、議案第１３０号足寄町特

別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

追加提出議案書４ページをお願いいたし

ます。 

 本条例は、本年の人事院勧告に基づく国

家公務員の給与改定に伴い、これに準じて

町長等の常勤特別職及び足寄町議会の議員

に支給いたします期末手当の支給割合を改

定しようとするものでございます。 

条例の改め文第１条と第２条の朗読は省

略させていただきまして、新旧対照表によ

り説明させていただきますので、５ページ

をお願いいたします。 

 第４条において、町長等の期末手当を現

行の「１００分の２３０」から「１００分

の２３５」に０.０５月分引き上げることと

いたしまして、年間の支給割合を現行の４.

６月分から４.６５月分に改めるものでござ

います。 

 第８条ですが、議会議員につきまして

は、在職期間に応じた支給割合が定められ

ておりますので、それぞれの期間に応じ引

き上げるものでございます。 

 なお、附則におきまして、この改め文第

１条による改正部分は公布の日から施行

し、令和７年１２月１日から適用すること

としております。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 改め文の第２条による改正では、令和８

年度以降の期末手当の支給割合を定めるも

のでございます。 

 第４条におきまして、６月期と１２月

期、それぞれの支給割合を「１００分の２

３２.５」に改めることといたしまして、年

間の支給割合を、改め文第１条による改正

後と同様に４.６５月分とするものでござい

ます。 

 第８条におきまして、議会議員につきま

しては、在職期間に応じた支給割合に改め

るものでございます。 

 なお、附則におきまして、この改め文第

２条による改正部分は、令和８年４月１日

から施行することとしております。 

 ４ページにお戻りください。 

 附則におきまして、第２項で期末手当の

内払について規定しております。 

 なお、この後、この改定によります補正

予算をお願いすることとなってございます

ので、併せてよろしくお願いいたします。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 
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これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３０号足寄町特別職

の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の件を採決

します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１３０号足寄町特別

職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第１３１号 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第３ 議

案第１３１号足寄町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の件を議題としま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 総務課長 佐々木康仁君。 

○総務課長（佐々木康仁君） ただいま議

題となりました、議案第１３１号足寄町職

員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について、提案理由の御説明を申し上げ

ます。 

 追加提出議案書の７ページを御覧くださ

い。 

 本条例は、本年の人事院勧告に基づく国

家公務員の給与改定に伴い、これに準じて

職員の給与を改定しようとするものでござ

います。 

 改正内容についてでございますが、まず

月例給について、民間企業の給与との格差

が３.６２％、及び採用市場での競争力向上

のため、初任給を引き上げることとしてお

ります。この初任給の引上げを踏まえ、弱

年層に重点を置き平均３.３３％の月例給の

引上げを行うため、給料表を改めるもので

ございます。また、期末手当及び勤勉手当

の支給割合の改定を行うほか、通勤手当、

宿日直手当につきましては、民間の同種手

当の支給額を踏まえて月額の改定を行うも

のでございます。 

 条例の改め文の第１条と第２条の朗読は

省略させていただきまして、新旧対照表に

より説明させていただきますので、１１

ページをお願いします。 

 改め文の第１条による改正は、通勤手

当、期末手当、勤勉手当、宿日直手当及び

給料表の改定についてでございます。 

 まず、第９条の２第２項第２号では、通

勤手当について、民間の支給状況等を踏ま

え、現行の距離区分ごと２００円から７,１

００円までの幅で引き上げるものでござい

ます。 

第１７条第２項におきまして、今年度１

２月期の一般職の職員に係る期末手当の支

給割合を、現行の「１００分の１２５」か

ら「１００分の１２７.５」に０.０２５月

分引き上げることといたしまして、年間の

支給割合を現行の２.５０月分から２.５２

５月分にするものです。 

また、第１７条第３項において、定年前

再任用短時間勤務職員に係る今年度１２月

期の期末手当の支給割合を、現行の「１０

０分の７０」から「１００分の７２.５」に

０.２５月分引き上げることといたしまし

て、年間の支給割合を現行の１.４月分から

１.４２５月分とするものでございます。 

 次に、第１８条第２項第１号において、

今年度１２月期の一般職の職員に係る勤勉

手当の支給割合を、現行の「１００分の１

０５」から「１００分の１０７.５」に０.

２５月分引き上げることといたしまして、

年間の支給割合を現行の２.１月分から２.
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１２５月分にするものです。 

 また、第１８条第２項第２号において、

定年前再任用短時間勤務職員に係る勤勉手

当の支給割合を、現行の「１００分の５

０」から「１００分の５２.５」に０.０２

５月分引き上げることといたしまして、年

間の支給割合を現行の１.０月分から１.０

２５月分とするものでございます。 

 次に、第２０条におきまして、宿日直手

当につきまして、その勤務１回につき３０

０円引き上げるものでございます。 

 次に、月例給については、別表第１及び

別表第２のイ及びウを改めることといたし

まして、８ページの別紙（第１条関係）、

別表第１、行政職給料表、９ページの別紙

（第１条関係）、別表第２、イ、医療職給

料表（二）、１０ページの別紙（第１条関

係）、別表第２、ウ、医療職給料表（三）

のとおり改めるものでございます。 

７ページをお願いいたします。 

附則におきまして、この改め文第１条に

よる改正部分は、公布の日から施行し、給

料表及び通勤手当及び宿日直手当に係る改

正後の条例の規定は、令和７年４月１日か

ら適用し、期末手当及び勤勉手当に係る改

正規定は、令和７年１２月１日から適用す

ることとしております。 

 次に、１２ページをお願いいたします。 

改正文の第２条による改正では、令和８

年度以降の期末手当及び勤勉手当の支給割

合を定めるものでございます。 

 第１７条第２項において、一般職の職員

に係る６月期と１２月期の期末手当、それ

ぞれの支給割合を同率の「１００分の１２

６.２５」に改めまして、年間の支給割合を

改め文第１条による改正後と同様に２.５２

５月分に、第１７条第３項において、定年

前再任用短時間勤務職員に係る６月期と１

２月期の期末手当、それぞれの支給割合を

同率の「１００分の７１.２５」に改めまし

て、年間の支給割合を、改め文第１条によ

る改正後と同様に、１.４２５月分とするも

のでございます。 

 次に、第１８条第２項第１号におきまし

て、一般職の職員に係る６月期と１２月期

の勤勉手当、それぞれの支給割合を同率の

「１００分の１０６.２５」に改めまして、

年間の支給割合を改め文第１条による改正

後と同様に２.１２５月分に、第１８条第２

項第２号におきまして、定年前再任用短時

間勤務職員に係る６月期と１２月期の勤勉

手当、それぞれの支給割合を同率の「１０

０分の５１.２５」に改めまして、年間の支

給割合を第１条による改正後と同様に１.０

２５月分とするものでございます。 

７ページにお戻りください。 

なお、附則におきまして、この改正文第

２条による改正部分の施行期日を令和８年

４月１日からとしております。 

 第３項におきまして、給与の内払とみな

すことについて定めております。 

なお、この後、補正予算を審議していた

だくことになっておりますが、この改定に

よる額と、さらに４月１日以降、当初予算

後に異動等によりまして人件費が変更に

なったことに伴い、それぞれの会計に補正

予算をお願いすることとなっておりますの

で、併せてよろしくお願いいたします。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 
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 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３１号足寄町職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例の

件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１３１号足寄町職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例

の件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第１３２号から議案第１３８号まで 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第４ 議

案第１３２号令和７年度足寄町一般会計補

正予算（第９号）から追加日程第１０ 議

案第１３８号令和７年度足寄町国民健康保

険病院事業会計補正予算（第５号）までの

７件を一括議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第１３２号令和７年度足寄

町一般会計補正予算（第９号）から議案第

１３８号令和７年度足寄町国民健康保険病

院事業会計補正予算（第５号）まで、一括

提案理由を御説明申し上げます。 

 本補正予算につきましては、議案第１３

０号と第１３１号で議決いただきました、

給与改定と人事異動によります人件費に関

わるものが主となりますので、人件費に係

る詳細な説明は省略させていただきます。 

 追加補正予算書１ページをお願いいたし

ます。 

 議案第１３２号令和７年度足寄町一般会

計補正予算（第９号）について、御説明申

し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３,０３８万２,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１４億

４,１４１万円とするものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 歳出の主なものを御説明いたします。 

 第３款民生費、第３項児童福祉費、第１

目児童福祉総務費、第１８節負担金、補助

及び交付金におきまして、物価高対応子育

て応援手当といたしまして１,５００万円を

計上いたしました。これは物価高の影響を

強く受けている子育て世帯を支援するた

め、児童１人当たり２万円を支給するもの

でございます。 

その他、歳出予算につきましては、給与

改定と人事異動によります人件費に関わる

ものでございます。 

また、特別会計、企業会計の繰出金につ

きましても、給与改定等の人件費に関わる

ものでございます。 

次に、歳入について申し上げます。 

４ページへお戻りください。 

第１５款国庫支出金、第２項国庫補助

金、第２目民生費国庫補助金におきまし

て、物価高対応子育て応援手当支給事業費

国庫補助金、事務費国庫補助金合わせて１,

５８５万８,０００円を計上いたしました。 

 第１９款繰入金におきまして、今回の補

正予算の財源調整のため、財政調整基金繰

入金といたしまして１,４５２万４,０００

円を計上いたしました。 

 以上で、令和７年度足寄町一般会計補正

予算（第９号）についての説明を終わりま

す。 

 次に、特別会計について御説明申し上げ

ます。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 議案第１３３号令和７年度足寄町簡易水

道特別会計補正予算（第２号）について、

御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２３万８,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ５,０７７万４,

０００円とするものでございます。 

 次に、３０ページをお願いいたします。 
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 議案第１３４号令和７年度足寄町介護

サービス事業特別会計補正予算（第４号）

について、御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４８３万３,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２１億４,８１

２万８,０００円とするものでございます。 

 次に、４０ページをお願いいたします。 

 議案第１３５号令和７年度足寄町資源ご

み処理等事業特別会計補正予算（第４号）

について、御説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３２万２,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億１５４万５,

０００円とするものでございます。 

 次に、企業会計について御説明申し上げ

ます。 

 ５０ページをお願いいたします。 

 議案第１３６号令和７年度足寄町上水道

事業会計補正予算（第４号）について、御

説明申し上げます。 

収益的収入及び支出の予定額から収入支

出それぞれ５９５万円を減額し、収益的収

入及び支出の予定額を収入支出それぞれ１

億６,０２１万６,０００円とするものでご

ざいます。 

第３条におきまして、予算第７条に定め

た議会の議決を経なければ流用することが

できない経費について、職員給与費５７７

万円を減額し、３,０５０万８,０００円と

するものでございます。 

 次に、６１ページをお願いいたします。 

 議案第１３７号令和７年度足寄町下水道

事業会計補正予算（第３号）について、御

説明申し上げます。 

収益的収入及び支出の予定額から収入支

出それぞれ５４万９,０００円を減額し、収

益的収入及び支出の予定額を収入支出それ

ぞれ３億７,６９８万５,０００円とするも

のでございます。 

第３条におきまして、予算第８条に定め

た議会の議決を経なければ流用することが

できない経費について、職員給与費３６万

９,０００円を減額し、２,５８７万円とす

るものでございます。 

 次に、７２ページをお願いいたします。 

 議案第１３８号令和７年度足寄町国民健

康保険病院事業会計補正予算（第５号）に

ついて、御説明申し上げます。 

収益的収入及び支出の予定額から収入支

出それぞれ６４８万３,０００円を減額し、

収益的収入及び支出の予定額を収入支出そ

れぞれ１３億２,４４１万８,０００円とす

るものでございます。 

第３条におきまして、予算第８条に定め

た議会の議決を経なければ流用することが

できない経費について、職員給与費６４８

万３,０００円を減額し、８億７,８６８万

９,０００円とするものでございます。 

 以上で、議案第１３２号令和７年度足寄

町一般会計補正予算（第９号）から議案第

１３８号令和７年度足寄町国民健康保険病

院事業会計補正予算（第５号）までの説明

とさせていただきますので、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 ここで、午後１時まで昼食のため休憩と

いたします。 

午前１１時５４分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 これから、議案第１３２号令和７年度足

寄町一般会計補正予算（第９号）の件の質

疑を行います。 

 ４ページから６ページ、歳入歳出一括で

行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ
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ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３２号令和７年度足

寄町一般会計補正予算（第９号）の件を採

決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１３２号令和７年度

足寄町一般会計補正予算（第９号）の件

は、原案のとおり可決されました。 

 ２０ページをお開きください。 

 これから、議案第１３３号令和７年度足

寄町簡易水道特別会計補正予算（第２号）

の件の質疑を行います。 

 ２３ページ、歳入歳出一括で行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３３号令和７年度足

寄町簡易水道特別会計補正予算（第２号）

の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１３３号令和７年度

足寄町簡易水道特別会計補正予算（第２

号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 ３０ページをお開きください。 

 これから、議案第１３４号令和７年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第４号）の件の質疑を行います。 

 ３３ページ、歳入歳出一括で行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３４号令和７年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第４号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１３４号令和７年度

足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第４号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 ４０ページをお開きください。 

 これから、議案第１３５号令和７年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第４号）の件の質疑を行います。 

 ４３ページ、歳入歳出一括で行います。 

質疑はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３５号令和７年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第４号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１３５号令和７年度

足寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予

算（第４号）の件は、原案のとおり可決さ

れました。 

 ５０ページをお開きください。 

 これから、議案第１３６号令和７年度足

寄町上水道事業会計補正予算（第４号）の

件の質疑を行います。 

 ５２ページ、収益的収入及び支出一括で

行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ５０ページにお戻

りください。 

第３条、予算第７条に定めた議会の議決

を経なければ流用することのできない経費

の変更、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３６号令和７年度足

寄町上水道事業会計補正予算（第４号）の

件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１３６号令和７年度

足寄町上水道事業会計補正予算（第４号）

の件は、原案のとおり可決されました。 

 ６１ページをお開きください。 

 これから、議案第１３７号令和７年度足

寄町下水道事業会計補正予算（第３号）の

件の質疑を行います。 

 ６３ページ、収益的収入及び支出一括で

行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ６１ページにお戻

りください。 

第３条、予算第８条に定めた議会の議決

を経なければ流用することのできない経費

の変更、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 
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 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３７号令和７年度足

寄町下水道事業会計補正予算（第３号）の

件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１３７号令和７年度

足寄町下水道事業会計補正予算（第３号）

の件は、原案のとおり可決されました。 

 ７２ページをお開きください。 

 これから、議案第１３８号令和７年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第５号）の件の質疑を行います。 

 ７４ページ、収益的収入及び支出一括で

行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ７２ページにお戻

りください。 

第３条、予算第８条に定めた議会の議決

を経なければ流用することのできない経費

の変更、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３８号令和７年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第５号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第１３８号令和７年度

足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第５号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 

◎ 意見書案第８号 

○議長（髙橋秀樹君）  追加日程第１１ 

意見書案第８号食料・農業・農村政策確立

に関する予算の拡充等を求める意見書の件

を議題とします。 

 本件については、条例第６５条第３項の

規定により提案理由の説明を省略いたしま

す。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、意見書案第８号食料・農業・

農村政策確立に関する予算の拡充等を求め

る意見書の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、意見書案第８号食料・農

業・農村政策確立に関する予算の拡充等を

求める意見書の件は、原案のとおり可決さ

れました。 

 

◎ 所管事務調査期限の延期について 
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○議長（髙橋秀樹君）  追加日程第１２ 

所管事務調査期限の延期についての件を議

題とします。 

 総務産業常任委員会並びに文教厚生常任

委員会に付託中の所管事務調査について、

調査が終わらないので、同委員会から次期

定例会まで期限を延期したいとの要請があ

りました。 

 お諮りします。 

 委員会の要請のとおり、期限を延期する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、総務産業常任委員会及び文

教厚生常任委員会に付託中の所管事務調査

について、調査の期限を委員会の要請のと

おり、次期定例会まで延期することに決定

いたしました。 

 

◎ 閉会中継続調査申出書 

○議長（髙橋秀樹君）  追加日程第１３ 

閉会中の継続調査申出書の件を議題としま

す。 

 総務産業常任委員会、広報広聴常任委員

会及び議会運営委員会の委員長から、条例

第１３６条の規定によって、お手元に配付

いたしましたとおり、閉会中の継続調査の

申出があります。 

 お諮りします。 

 委員長の申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、委員長の申出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定いたしま

した。 

 

◎ 閉会の議決 

○議長（髙橋秀樹君） お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件は、全て

終了しました。 

 したがって、総合条例第２８条の規定に

よって本日で閉会したいと思います。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本定例会は、本日で閉会す

ることに決定いたしました。 

 

◎ 閉会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） これで、本日の会

議を閉じます。 

 令和７年第４回足寄町議会定例会を閉会

いたします。 

午後 １時１４分 閉会 
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